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５月８日（土）、サンサン保護者会を行いました。
　コロナ感染対策を徹底し、無事にサンサンとして初めての保護者会を行うことができました。当日
は、多くの保護者の皆様に御参加いただき、ありがとうございました。

　保護者会は、①拠点校校長の挨拶、②都のガイドラインから原則の指導期間について説明、③
次回保護者会のお知らせ、④教員の紹介、⑤４人グループでの懇談会の順で進行しました。

【都のガイドラインより原則の指導期間について説明】

　年度初めから指導開始している児童については原則の指導期間は1年間です。

　退室後、おおむね３か月以上６か月の間に、同様の困難さが現れ、指導が必要と判断された場
合は、再入室することができます。詳しくは東京都教育委員会HP「特別支援教室の運営ガイドライ
ン」を御覧ください。都のガイドラインを受けて、区からの方針が改めて出ましたら、またお知らせし
ます。

【グループでの懇談会】

　今回は、学年が近い保護者同士で４人グループを作っていただきました。グループに分かれる前
に「ルールは、この部屋を出たら、聞いた話は忘れること。だから、遠慮なく、気兼ねなく、安心して
お話くださいね。」と伝え、開始しました。10時半の中締め後も、フリートークを続行して盛り上がっ
ている方々もいらっしゃいました。　参加して良かったと皆様からのお声を沢山いただきました。素
敵な時間を作れるようにまた企画していきたいと考えています。

　

　原則の指導期間内に指導目標が達成できない場合は、次
の条件に当てはまる場合に指導を延長することができます。
①当年度の指導目標が未達成であり、同様の指導目標で指
　 導を継続する必要がある。
②指導期間延長後の具体的な指導方針や指導計画等が明
　 確である。
③延長後の１年以内で指導目標が達成できる見込みである。
    延長期間は１年間です。延長すれば、現在の指導目標で次
　 年度の３月末まで利用することができます。
　

【次回保護者会のお知らせ】
　９月30日（木）の午後を予定しています。講師に明星大
学教育学部教授、星山麻木先生をお招きします。どうぞ
御都合をつけて御参加ください。なお、５校全てのスケ
ジュールの都合をつけた開催が難しく、参加できない方
が出てしまうことを心苦しく思っています。御了承くださ
い。教室便りにて、できる限りお伝えしていきます。

。


